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アジア太平洋文化への招待


笛の家に生まれて
藤田六郎兵衛

能楽笛方藤田流十一世家元 
藤田流の起こり 
　私は藤田流という能の笛の家元です。四百数十年の間、家業として代々の人間が笛の奏法と道具（能管）、唱歌（楽譜）、伝書、古文書類を伝えてきました。私で11番目の継承者(家元)になります。

藤田流初代家元の清兵衛は、慶長２年(1602年)に現在の兵庫県北部、丹波の出いずし石という山間の地に武士の家の次男坊として生まれました。通常家督は長男へ譲られます。何事もなければ次男は多分のんびりとその一生を過ごしたことでしょう。その彼が将来幕府に認められて笛の流儀をたて、また能の笛という芸で近衛家や尾張徳川家に仕えることになるとは、だれも思ってもみなかったことでしょう。

能の社会では比較的新しい、江戸初期に誕生した藤田流創立の第一の功労者は、あの沢庵和尚なのです。沢庵は初代清兵衛の母方の弟になり出石に住んでいました。すなわち清兵衛の叔父にあたります。山間の小さな町で一生を終えるかもしれなかった、ただ芸事の好きな子ども。その武芸を好まぬ息子を嘆く父親に、沢庵はいずれの道を進むも一つの道を修める尊さに変わりないことを説き、京都へ出る時に清兵衛を伴ってくれたのが藤田流誕生へのスタートだったのです。

沢庵はまず清兵衛の笛の師匠に下川丹波守(下川丹斎)を選び、教授を依頼してくれました。そのおりの依頼状は今も大切に我が家に保存してあります。その後、近衛家に仕えることもすべて沢庵がお膳立てをしてくれたのです。

初代が仕えたのは近衛家の信伊（のぶただ）、信尋（のぶひろ）の時代です。近衛家の日記に藤田清兵衛の名前はよく出てきます。信尋公が清兵衛を伴いフグを食べに行ったとか、一緒に奈良興福寺の能を見に行きその時の役者たちと宴を持ったことなどが日記に残されています。この興福寺のことは私の友人の小鼓の家元のところに残る記録にも「本日、近衛公が藤田清兵衛を伴い見物にきた。舞台終了後、宴席を設け楽しい時を過ごす」とあり日時も同じで、彼との何か不思議な縁を感じます。

しかし、この時点ではまだ単に笛の演奏者としての藤田清兵衛だったのです。彼が一流儀を起こすのは、その後尾張藩(名古屋)開藩直後のことで、能の役者が不足していたことが彼の運命を大きく変えたのです。二代将軍秀忠公のお抱え能楽師に尾張藩にふさわしい役者を尋ねたところ、藤田清兵衛の名が挙がりました。ここで初めて藤田清兵衛の藤田流が誕生したのです。

それ以後、存続の危機を何度もくぐり抜けながら現在に至るのです。能楽社会を襲った明治維新と第二次世界大戦という、能そのものの存続の危機を乗り越え、また藤田流の芸を伝え残してくれた歴代家元の努力に敬意を表します。

いままで延べた私に至るまでの年月を私は絶えず感謝しています。藤田流家元の芸は一度も時間の空白なく代々伝えられました。時間の長短はあるでしょうが、前の家元の笛を聴きそして教えを受け、道具(楽器)も初代家元が演奏に用いていた「万歳楽（まんざいらく）」という名器を残してくれました。この笛は代々家元を継承すると、あとは舞台を退くまでその代々の家元が使用しています。私も先代が亡くなった翌日にこの笛を初めて奏し、それ以来毎日この笛のみを使用しています。

これから私はこの藤田流の芸をどう伝え残していくのか。「万歳楽」をだれに残すのか。また「能楽」というものをよりよい形で社会に残すためにはどうしたらよいのか。考えなくてはならないことは山積しています。

「流儀を残す」ことは、いい人材に出会うかどうかにかかっていると思います。ですから、こればかりは運命だと思っています。私は母が先代の次女という、先代の孫にあたるのですが、生まれてすぐ藤田家の養子となりました。先代は名古屋の小鼓の家から養子に入っています。過去に血縁がなくても、芸養子として藤田家に入った人はいます。つまり芸の家というのは、「血」ではなく「芸」が正しく受け継がれることが第一で、先代の実子いうことに特別にこだわるものではないのです。しかし、血の繋がりがあって芸の才能もあれば、それを否定するものではないと思っています。

家元の役目 

家元はただ演奏するだけが仕事ではありません。流儀の繁栄も、流儀の進むべき正しい方向、門弟を守ること、技の工夫と伝承、そして大げさに言えば自分が死んでも流儀伝承の有形の物(笛、古文書類)を散逸させないことも大切な仕事です。しかし、これらを行う立場だから他の人間と違う人格を持ち立派とか偉いというようなことはありません。そう言った勘違いが多いのは伝統社会にはありがちなことなのですが、家元の役目を一生懸命やっていれば、いつか人が評価してくれるものだとと思っています。

能楽伝承のための提言 

いま私は能楽協会理事として色々活動しています。これは「能楽」と社会の関わりをよりよくするための活動と言えるでしょう。先だって「新世紀アーツプラン団体重点支援事業」で宮崎、松山、北海道と、ふだん能・狂言が上演される機会の少ない地方を選び公演をしてきました。夜の通常公演に対し昼間は地元の小学生や中学生にレクチャー公演をし、一部の生徒には楽器を実際に持たせて演奏の指導や装束の着付けなどを見せ、最後に能の一部を見せました。どういう出会い方が良いのか私たちも模索中です。ほぼ全員からアンケートをとったので今後集計して参考にしなければなりません。今後この事業をよりよい形で全国や海外に広めることが私たち能楽協会の目標だと思っています。

また2001年にユネスコから第一回の「人類の口承および無形遺産の傑作」（編集部注：日本では世界無形遺産と呼ばれることもある）の宣言を受けた「能楽(能・狂言)」が多くの方の理解を得、伝承される仕組みを考えていきたいと思っています。こういう言い方をすると「日本は文化財に対する仕組みは相当進んでいるのに」と思われる方も多いと思いますが、実際には現在の国の仕組みでは「能楽」を後世に残し伝えるためには不都合が多いのです。

私の家でいえば代々使用している笛「万歳楽」は収入を得る楽器として、また代々伝えてきた、先祖が沢庵から貰った手紙類も美術品と見なされます。シテ方であれば能面、能装束も同様の扱いで、みな相続税の対象として評価を受けるのです。また能楽堂という能舞台を持つ専門劇場も、１か月のうち９割近くが能、狂言の稽古、修行に使われ、興行としての使用はわずかで、他の劇場のように貸し劇場として成り立つものではありません。しかし、現状としては「劇場法」「固定資産税」が維持運営の大きな壁として立ちはだかっているのです。

以上のように能楽を伝承する場所、そして能楽の上演と伝承のために必要不可欠な有形のものに対する国の考えは、極端な言い方をすれば、「能楽」を残さないための措置のように思えます。能楽を世界の共有財産として日本が本腰を入れ保存、保護をするという大役を果たす覚悟を決めて頂くならば、「能楽(能・狂言)」は有形、無形の文化要素が大いに絡み合い、「能楽」を単に「無形文化財」とすることはできないという事情をご理解いただきたく、私はそのために訴えていきたいと思っています。

能管の特徴と音 
私はこれまで能楽以外のさまざまなジャンルの方たちと共演してきました。オーケストラ、パイプオルガン、ピアノ、ガムラン、クラシック・バレエ、モダン・バレエ、詩の朗読、立花とのパフォーマンス、香手前とのパフォーマンス等々。能管の音という素材の可能性の広さとでも言えるのでしょうか。では能管の特徴は何なのでしょうか。能管の歌口(吹き口)は大きく深く穴があいています。また同じ能管と呼ばれるものでもその一本一本すべての穴の大きさや長さなどの寸法が微妙に違い音程も個々それぞれ違います。毎日のように演奏するのに、体の一部として使えるまでになるように楽器を道具と呼ぶぐらいの世界です。違う楽器に触れると唇の感覚などが変わってしまうのを嫌って、気軽に他の笛に持ち替える事はしません。もっと突き詰めれば唇や指の感覚が自分のただ一本の笛に対してのみベスト・コンディションになっていなければならないと思っています。

洋楽器であれば同じ名前の楽器は同じピッチが出るようきちんと調律されるのが当然ですが、能管の調律は大変アバウトですし、ドレミファの音階は吹けません。これは能楽世界の音に対する感覚に、絶対音的な要素がないからなのでしょう。羽衣はヘ長調、高砂はト長調という決めごとは一切ないのです。謡という歌唱部分も演者の得意な音域がその時の基音になるというアバウトさです。また洋楽のように旋律で何かを表現することはありませんから、感覚的な楽器であり、また強烈な強い音や息の音が混ざった音は打楽器的な衝撃音の要素もあります。無調音階であって衝撃音も出す管楽器といったところでしょうか。だから、前に述べたようにほかの多くのジャンルや楽器とのコラボレーションが可能なのです。オーケストラやある程度音の決まったものとの合奏では、私の「万歳楽」が出せる開放音を採譜し、そのスケールで作曲をしていただけば、大体の場合上手くいきますが、あまりピタッときれいな音が出ると、苦労したわりにはフルートと同じような音色になってしまい、能管らしさが十分に出せないこともあります。

あとは図形楽譜のように即興でこの音からこの音に何秒ぐらいで変化してほしい、という指示がされます。ある部分を自由に演奏するという即興は、確かに楽な面もありますが、常に新たな感性、感覚を身につけない限り薄っぺらなものになってしまう難しさもあります。

平成14年12月にパリ日本文化会館でアメリカの詩人シュナイダー氏の自作朗読に能の囃子をつけて上演する会がありました。作品は４年前に東京で初演されたものです。彼は若い時、京都で禅の勉強をし、今回朗読された彼の詩は能の「山姥」をイメージしたものでした。英語の朗読に能の謡のような抑揚がつけられ、たいへん面白い世界が生まれました。ここに無機質的な能管の音、そして鼓類の打楽器がまさにぴったりと合ったパフォーマンスでした。観客は英語の詩を仏訳されたパンフレットを見ながらの鑑賞でした。ただ単に物珍しさや奇をてらうという表面的なものでなく、根本要素の融合としてたいへん成果のあがった事例としていいと思っています。

これからの抱負 

今後の夢は、私も出演したユネスコ・アジア文化センター制作の音楽教材ビデオ「アジア太平洋の楽器」（1999年制作）の世界を実際に体験することです。このビデオに出演した横笛奏者の方々を日本に招き、多くの人々に各民族の横笛の音に対する思いの違いを語っていただきたいと思います。アジア各国から日本にたどり着くまでの文化の流れはその時間を考えれば千年、二千年という時がそこにはあったと思います。アジアから日本、そして日本の中での横笛文化の変化、発達を知り、自分の今いる位置の再確認をしたいと思っています。平成15年、私は50歳となります。あとの数十年どう生きていくのか、どういう出会いがあるのか、新しい日を迎えるたびにわくわく、ドキドキして生きていきたいと思っています。 
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1953年生まれ。名古屋市在住。４歳より笛の稽古を受け、満５歳のとき一管『中之舞』にて初舞台。73年名古屋音楽短期大学（現名古屋音楽大学）声楽科を首席にて卒業。80年藤田流十一世家元となり、２年後、家名六郎兵衛を襲名する。92年重要無形文化財総合指定保持者となる。98年社団法人能楽協会理事に就任。能の公演は年100回を越すが、だれもが日本文化である「能」と気軽に出会えるように企画、演出の自主公演等意欲的に活動している。その他、『日本に出会う』『心で見る音』等のタイトルで能の笛の演奏と話をする講演を年間50回ほど行い、能楽や日本文化の普及のため「能楽の伝道師」と称されて東奔西走している。
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